
 鳥取県企業局施設管理調達最低制限価格制度実施要領 

平成 26 年１月６日鳥取県企業局内訓第 201300149343 号 

平成 31 年１月 29 日鳥取県企業局内訓第 201800292973 号 

令和３年 12 月２日鳥取県企業局内訓第 202100216722 号 

令和８年５月 21 日鳥取県企業局内訓第 202600051249 号 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、企業局が発注する施設管理調達に係る入札について、地方自治法施行令 (昭和 22

年政令第 16 号。以下「政令」という。) 第 167 条の 10 第２項（政令第 167 条の 13 において準用す

る場合を含む。）及び鳥取県企業局財務規程（昭和 38 年鳥取県企業管理規程第８号）第 65 条の５の

規定により準用される鳥取県会計規則（昭和 39 年鳥取県規則第 11 号。以下「会計規則」という。）

第 129 条の規定による最低制限価格制度を導入するにあたり、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要領において「施設管理調達」とは、企業局が管理する建物、構築物、機械装置等の構造

物を運営管理する上で必要な清掃、警備、植栽管理等の役務並びに電気、電話、空調、衛生設備等の

運転及び保守管理に係る業務を外部に業務委託することをいう。 

２ この要領において「最低制限価格」とは、予定価格の制限の範囲内で落札価格の最低限度の基準と

して設定する価格をいう。 

３ この要領において「最低制限価格制度」とは、施設管理調達に係る入札について、当該契約の内容

に適合した履行を確保するため、最低制限価格を設定し落札者を決定する制度をいう。 

 

（適用対象業務） 

第３条 この要領は、平成 26 年４月１日以降を履行期間とする施設管理調達のうち設計金額が単年当

たり 100 万円以上の契約（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成

７年政令第 372 号）第３条に規定する特定調達契約を除く。）に係る一般競争入札又は指名競争入札に

適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、業務の性質、目的、制約等からみて必要があると認められるときは、鳥

取県企業局事務決裁規程（平成５年鳥取県企業管理規程第５号）の規定により当該施設管理調達の予

定価格を決定する権限を有する者（以下「価格決定権者」という。）の承認を経て、適用対象業務から

除くことができる。 

 

（最低制限価格の設定） 

第４条 最低制限価格の設定権者は、価格決定権者とする。 

２ 入札額が消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）を含まないときの最低制限価格は、

次に定める算定方法により、予定価格の３分の２を下回らない範囲において定めるものとする。 

（１）入札書等比較価格（予定価格から消費税等相当額を除いたものをいう。以下同じ。）に３分の２

を下回らない範囲において価格決定権者が定める割合を乗じて得た額を算出する。 

（２）（１）の額から千円未満を切り捨てる。 

（３）（２）の額と（２）の額に消費税及び地方消費税の率（以下、「消費税率」という。）を乗じた額

の合計額を最低制限価格とする。ただし、（２）の額が入札書等比較価格の３分の２を下回る場合、予

定価格に３分の２を乗じ、小数点以下を切り上げた額を最低制限価格とする。 

（４）業務期間内の２つ以上の期間でそれぞれ異なる消費税率によって契約を締結することとしている

ものにあっては、予定価格をそれぞれの消費税率の期間ごとに分割し、それぞれ（１）から（３）ま

での方法により計算を行い、すべての期間の合計額を最低制限価格とする。ただし、価格決定権者が

定める割合は、すべての期間において同一の割合とする。 

３ 入札額が消費税等を含むときの最低制限価格は、次に定める算定方法によるものとする。 



（１）予定価格に３分の２を下回らない範囲において価格決定権者が定める割合を乗じて得た額を算出

する。 

（２）（１）の額から千円未満を切り捨てた額を最低制限価格とする。ただし、この額が予定価格の３

分の２を下回る場合、予定価格に３分の２を乗じ、小数点以下を切り上げた額を最低制限価格とする。 

 

（最低制限価格の記載） 

第５条 価格決定権者は、最低制限価格を入札（開札）までに予定価格調書に記載し、封書にし、開札

まで確実な方法で保管しなければならない。 

 

（入札に参加しようとする者への周知） 

第６条 最低制限価格を設定した場合は、当該施設管理調達に係る入札説明書に最低制限価格が設定さ

れていることを記載し、入札に参加しようとする者に周知するものとする。 

 

（入札の執行） 

第７条 入札の結果、最低制限価格を下回る価格をもって申込みをした者がある場合には、入札執行者

は、当該申込みをした者を落札者としないものとし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格

以上の価格をもって有効な申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをしたものを落札者と

する。 

２ 前項の場合において落札者とすべき者がいない場合は、再度の入札を行う。 

３ 最低制限価格を下回る価格をもって申込みをした者は失格とし、不落札で再度入札を行う場合にお

いて、次回以降の入札には参加させないものとする。この旨は、当該施設管理調達に係る入札説明書

に記載し、入札に参加しようとする者に周知するものとする。 

４ 入札参加者全員が入札失格者となる場合は、当該入札を打ち切るものとする。 

 

（その他） 

第８条 第４条第２項第１号に規定する価格決定権者が定める割合は、公表しないものとする。 

 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成 26 年１月６日から施行する。 

（適用区分） 

２ この要領の規定は、この要領の施行の日（以下「施行日」という。）以後に調達公告（指名競争入

札により契約の相手方を決定する場合にあっては、当該入札に参加することができる者の指名。以下

同じ。）を行う、平成 26 年４月１日以降を履行期間とする施設管理調達業務について適用し、施行日

前に調達公告を行う又は平成 26 年３月 31 日以前を履行期間とする業務については、なお従前の例に

よる。 

（鳥取県企業局施設管理調達最低制限価格制度試行要領の廃止） 

３ 鳥取県企業局施設管理調達最低制限価格制度試行要領（平成 24 年１月 20 日鳥取県企業局内訓第

201100157671 号）は、廃止する。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要領は、平成 31 年１月 29 日から施行し、同日付けで調達公告した案件から適用する。 

 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和３年 12 月２日から施行し、同年 12 月３日付で調達公告した案件から適用する。 

２ 入札額に消費税及び地方消費税を含む入札の場合、様式から税抜価格の欄及び枠外（注２）の記載



を除いたものを使用することを可とする。 

 

 附 則 

（施行期日） 

 この要領は、令和８年５月 21 日から施行し、同年６月１日付で調達公告した案件から適用する。 

 



 

予定価格調書様式（本局の場合） 

予 定 価 格 調 書 

委 託 業 務 の 名 称 委託業務の場所 
設 計 価 格 
（ 税込 ） 

予 定 価 格 
（ 税込 ） 

最低制限価格 
（ 税込 ） 

 

 

円 円 円 

税抜設計価格 
（ 税抜 ） 

入札書等比較価格 
（ 税抜 ） 

税抜最低制限価格 
（ 税抜 ） 

円 円 円 

上記のとおり定めました。 

 

   年  月  日 

 

                     作成者 職  氏   名           

 

 鳥取県知事          様 

（注１） 金額で１円未満の端数が生じた場合は、特別の定めのない限り切り捨てとする。 

（注２） 入札書等比較価格欄には、予定価格から消費税及び地方消費税相当額分を引いた価格を記載 

する。 

 

予定価格調書様式（事務所の場合） 

予 定 価 格 調 書 

委 託 業 務 の 名 称 委託業務の場所 
設 計 価 格 
（ 税込 ） 

予 定 価 格 
（ 税込 ） 

最低制限価格 
（ 税込 ） 

 

 

円 円 円 

税抜設計価格 
（ 税抜 ） 

入札書等比較価格 
（ 税抜 ） 

税抜最低制限価格 
（ 税抜 ） 

円 円 円 

上記のとおり定めた。 

 

   年  月  日 

 

 ○○事務所長  氏   名    

（注１） 金額で１円未満の端数が生じた場合は、特別の定めのない限り切り捨てとする。 

（注２） 入札書等比較価格欄には、予定価格から消費税及び地方消費税相当額分を引いた価格を記載 

する。 

 


